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御影区、平原区、和田区、一ツ谷区、谷地原区
小泉隆弘地区会長（谷地原区長）

～自治基本条例の実践～
参加と協働のまちづくりをめざして

小諸市には68の行政区、10の地区があり、毎日の暮らしに密着した様々な活動が
行われています。今回はこちらの地区です！

■問　企画課　市民協働推進係

南大井地区は、小諸市の東南部に位置し、坂の町小諸の中では比較的平らな地域で浅間山を望む田園風景が残
る 5区から構成されています。
近年、国道141号沿線には、郊外型の商業施設や娯楽施設、医療施設、福祉施設等が新設され、新興住宅地とし
て開発が進んでいます。また、県無形民俗文化財「御影新田の道祖神祭り」、市重要無形文化財「平原地区の二
十五菩薩来迎会」などの地域文化の継承や、51回を数える南大井球技大会、自動車教習所の協力の下での親子
自転車教室の開催など、子どもたちの健全育成と安心・安全の確保に取り組んでいます。大人から子どもまで
明るく元気のあるパワーを秘めた地域です。

まちづくりの将来像
『農業・工業・商業がバランスよく成長し、人々でにぎわうまち』

第10回（最終）　南大井地区

参加と協働のまちづくりをめざす「⼩諸市⾃治基本条例」が施⾏されて 8 年⽬を迎えました。
条例についてより多くの皆さんに知っていただくとともに、これまでの積み重ねを次のステップにつなげてい
くための意⾒交換会を開催します。皆さんのご参加をお待ちしています。

小諸市自治基本条例を
考える意見交換会

ご参加
ください

▶場所
 こもろプラザ
 「ステラホール」
▶対象
 市⺠及び市内に通勤・通学・

活動している⽅

■問 企画課 市⺠協働推進係

7 /21㈮ 18：30〜20：30▶⽇時 第 1 回
▶内容 ・基調講演

 「⼩諸市⾃治基本条例の理念に基づく総合計画の運⽤について」
 公益財団法⼈ ⽇本⽣産性本部 主任研究員 佐藤 亨 ⽒
・⼩諸市⾃治基本条例の説明
・⾃治基本条例制定の経過と施⾏後の取り組みの説明
・⼩諸市総合計画について
・意⾒交換

8 /25㈮ 18：30〜20：30▶⽇時 第 2 回
▶内容 ・第 1 回の意⾒の全体共有と意⾒交換

試験区分・職種 資格 採⽤⼈員 勤務予定機関

上級 消防職員 H4.4/ 2 〜H8.4/ 1 までに⽣まれ、 4 年制⼤
学を卒業した者。（H30.3卒業⾒込み含む） 若⼲名

・佐久広域連合
消防本部

・佐久広域連合
各消防署

中級 消防職員 H7.4/ 2 〜H9.4/ 1 までに⽣まれ、救急救命
⼠免許を有する者および免許取得⾒込みの者 若⼲名

初級A 消防職員 H9.4/ 2 〜H11.4/ 1 までに⽣まれ、⾼等学校
程度の学⼒を有する者 若⼲名

初級B 消防職員 H11.4/ 2 〜H12.4/ 1 までに⽣まれ、H30.3⽉
⾼等学校卒業⾒込みの者 若⼲名

佐久広域連合
職員採用試験

■問 佐久広域連合消防本部総務課職員係 ☎0267－64－0119

▶申込期限 （⼟・⽇・祝⽇を除く）
  7 /11㈫〜 8 /14㈪
  8 ：30〜17：15
 申込み、試験⽇など詳細は
 お問い合わせいただくか、佐久広域連合

ホームページをご覧ください。


